
  会議概要 

 

会 議 名 令和７年度 第１回 忠岡町入札監視委員会 

会 議 日 時 令和７年５月１９日 午後３時００分から午後５時００分まで 

会 議 場 所 忠岡町役場 ３階 国際交流センター 

出 席 委 員 

氏名（職業） 
松本 淳（大学教授）   白井 希久枝（税理士）   植木 和彦（弁護士） 

事務局及び出席職員 
教育総務課長、生涯学習課長、経営戦略課長、議会事務局長、総務課長、教育総

務課主事、生涯学習課主事、経営戦略課主査、議会事務局係長、総務課主査 

欠 席 者 なし 

議 題 

・報告案件 

１．令和６年度下半期（R6.9.1～R7.3.31）の入札・契約状況等について 

２．入札参加停止措置の状況について 

 

・審議案件 

３．抽出事案に関する入札及び契約の処理状況について 

 ⑴ 令和６年度 北出公園他樹木剪定保守委託      〔担当課：土木課〕 

 ⑵ 令和６年度 緑水園樹木剪定保守委託        〔担当課：土木課〕 

 ⑶ 高月南２丁目地内水路改修工事           〔担当課：土木課〕 

 ⑷ 中央線 11分区汚水管渠布設工事           〔担当課：土木課〕 

 ⑸ 令和６年度町道大津川左岸線舗装改修工事        〔担当課：土木課〕 

 

４．総括  案件まとめ 

 

・その他  その他報告事項、次回開催予定 

 

公開・非公開の別 非公開 

非 公 開 の 理 由 忠岡町情報公開条例第６条第４号（ア）,忠岡町入札監視委員会規則第６条第５項 

議 事 概 要 

 

 

質     疑 

応     答 

 

● 報告案件 

１．令和６年度下半期（R6.9.1～R7.3.31）の入札・契約状況等について 

 

今回の対象期間内で、入札案件 17 件、随意契約案件 28 件について、 

事務局から報告がありました。  

 

〈主な質問及び意見〉 特に意見はありませんでした。 

 

 

２．入札参加停止措置の状況について 

今回の対象期間内で、３件の参加停止措置について、事務局から報告がありま

した。 また、その他に２件の指名回避措置について、事務局から報告がありまし

た。 

 

〈主な質問及び意見〉  



 指名回避については、事実確認まで、という実質無期限のものと解するが、必

要に応じてリーガルチェックを行うこと、との意見がありました。 

 

 

● 審議案件 

３．抽出事案に関する入札及び契約の処理状況について 

 

対象期間内における契約案件 45 件の中から任意抽出された次の ５ 件の概要、

入札の経緯、落札者の決定等について、担当課及び総務課より説明し審議が行わ

れました。 

 

 ⑴令和６年度 北出公園他樹木剪定保守委託 

⑵ 令和６年度 緑水園樹木剪定保守委託 

※異なる審議案件であるが、対象の場所が異なる同種案件であるため、同時審

議とした。 

                           〔担当課：土木課〕 

 

【抽出理由】 

予定価格の半分以下での落札であったため。 

 

〈主な質問及び意見〉 

・予定価格半分以下の落札が結果なのであれば、積算により算出された設計金額

が高すぎるのではないか。何を根拠に積算しているのか。 

（回答）本件積算は国準拠の最新物価本を参照し作成している。 

 

・実情に応じた設計を行うべきなのではないか。 

（回答）設計に関しては、国基準の物価本などを使用し適切に行っている。 

 

 

・この二件は同じ内容を委託しているのか。 

（回答）二件ともが剪定を目的としているが、対象とする樹木や場所が異なり、

全く同じではない。 

 

・予定価格はだれが決めているのか。 

（回答）案件ごとに町長が決定している。 

 

・処分についての確認はどのように行っているのか。 

（回答）中間検査、及び産業廃棄物のマニュフェストを確認している。 

 

 

⑶高月南２丁目地内水路改修工事 

                           〔担当課：土木課〕 

  

【抽出理由】 

・落札率 99.41％の少額随意契約（130万円以下）であること。 

 

〈主な質問及び意見〉 

 

・案件内容について。 

（回答）高月南周辺の水路に関し、小規模の修繕工事を複数行うものです。 

 



・業者から提出の見積について、費目は一致しているか。 

（回答）施工方法の違いがあるので、使用する部材等が若干変わるため、差異は

あるものです。 

 

・２者の選定となっているが、抽出根拠はどのようなものか。 

（回答）本件は周辺所在の業者で、該当地付近の同工種の施行があることを条件

とし、選定しました。 

 

 

 ⑷中央線 11分区汚水管渠布設工事（10区） 

 ⑸令和６年度 町道大津川左岸線舗装改修工事 

                           〔担当課：土木課〕 

 

【抽出理由】 

 報道された前町長による談合事件の関連案件。 

 

 報道案件について、下記を説明し、審議した。 

・一連の入札事務の流れについて。 

・本件報道のあった内容について。 

 

〈主な質問及び意見〉 

・委員会の権限はどのようなものと認識しているか。 

（回答）忠岡町における入札等について、適正に執行されているかを審議するこ

とを主にしている。 

 

 

４．総括  案件まとめ 

 

〈主な質問及び意見〉 

 及び今後の忠岡町での方針について、本委員会に対して報告を行うこと。また、

方針の決定のため、他市町村との情報交換、調査を行うこと。 

 報告と審議については、臨時会を本年度第二回として開催するものとする。 

 

 

・その他  その他報告事項、次回開催予定 

 

次回入札監視委員会は、１１月中旬に開催予定 

備 考  

 


